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はじめに 

 
 
北九州市の水道事業は、旧門司市で明治４４年に一部給水を開始し、平成２４年に

は、給水開始から１００周年を迎え新たな一歩を踏み出しました。 
この間、幾多の拡張事業を積み重ね生活用水の確保及び都市活動を支える重要な社

会基盤施設としの役割を果たしてきています。 
上下水道局では、平成２８年３月に令和２年度までの５年間の中期的な経営指針と

して「お客さまに信頼される水道」を基本理念とした「北九州市水道事業中期経営計

画」を策定しており、お客さまの視点に立った事業運営に努めています。 
給水装置は、水道事業者が布設した配水管から分岐して有圧のまま給水される給水

用具の吐出口までとされており、安全で良質な水道水を直接市民（お客様）に届ける

施設で、水道事業者とお客様をつなぐ大切な役割を担っているものです。 
平成８年（１９９６年）には水道法の改正により、全国一律の要件で給水装置工事

事業者の指定及び給水装置工事業務の技術上の管理を行う給水装置工事主任技術者を

国家資格とする新たな制度が創設されるなど、給水装置工事の技術力を確保する取り

組みが強化されました。 
さらに令和元年１０月には、指定給水装置工事事業者の事業実態の把握や資質の維

持向上を図ることを目的として、水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者の

指定の有効期間が新たに定められ、５年ごとの更新制が導入されました。 
指定の更新の際には、水道事業者は当該指定給水装置工事事業者が指定基準に規定

される要件を満たしているかを改めて確認することとなります。 
本書は、給水装置に関する業務を遂行していくうえで必要とされる技術や知識及び

北九州市の取扱手続き・基準等を体系的に整理しており、給水装置の概念、給水方式、

給水装置の基本計画、給水装置工事の申込み、給水管の取出し、給水装置工事事業者

制度、水の安全・衛生対策及び関係法令、平成２４年７月以降取り扱いや手続きに変

更が生じているものなどを網羅した実用的な内容で構成しています。  
本書が北九州市内で給水装置工事に携わる関係者の皆様に活用していただけること

を期待しています。 
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第１章 Ｐ－１ 

１ 総  則 
１－１ 目 的 

 

給水装置工事の手引き書は、法、条例等に規定する給水装置及び貯水槽水道の工事の設計・

施行並びに給水装置工事の事務手続き等について必要な事項を取りまとめることで、適正な運

用を確保することを目的とする。 

 
この手引き書に関する主な関連法令は次のとおりである。 

１．水道法（昭和３２年法律第１７７号） 
２．水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号） 
３．水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号） 
４．給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成 9 年厚生省令第 14 号） 
５．北九州市水道条例（昭和３８年条例第１１９号） 
６．北九州市水道条例施行規程（昭和３８年水管規程第１３号） 
７．北九州市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程（平成９年水管規程第８号） 
８．北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年水管規程第７号） 

 
１－２ 水道の使命 
 

（法第１条） 
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的

に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を

図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。 

   
   水道は住民の日常生活を維持し、都市活動を支える基幹的な都市施設であり、清浄な水を常

に安定して供給する使命を持っている。水道の基本法である水道法においても第１条で、水道

により「清浄にして豊富低廉な水の供給を図る」ことを直接の目的とし、そのことによって、

「公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」ことを究極の目的と謳っている。このこと

は、「水道が、国民の健康で文化的な最低限度の生活水準を維持し、さらにこれを向上させる

ために不可欠であることを端的に表明したものである。国民が日常生活を営む上で、水道はナ

ショナルミニマムであるとされ、安定給水が水道の最大の使命とされる所以である。 
   又、本法は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図ることを直接の目的としていることから、

「清浄」「豊富」「低廉」は水道の三原則といわれている。水の供給という給付行政の内容を規

定する要素には、供給の量、質及び対価があるが、ここでは、量については「豊富」であるこ

と、質については「清浄」であること、対価については、「低廉」であることを目標とするこ

とを明らかにしたものである。水道がこれらを達成することによって、本法の究極の目的であ

る「公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与する」ものとしている。 

基本事項 

基本事項 



 

第１章 Ｐ－２ 

１－３ 給水装置の概念 
 

給水装置は、法において、「需要者に水を供給するために、水道事業者の施設した配水管から

分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」と定義されている。 
条例においても同様な定義をしている。 

（法第 3 条第 9 項 条例第 3 条） 

 
給水装置の範囲は、市が布設した配水管から分岐して容易に取り外し出来ない構造で接続され、

給水される給水管及び給水用具の吐出口までとされている。 
給水用具とは、有圧のまま給水することを常とする給水栓等の用具をいい、ゴムホース及び自

動洗濯機の注水口等容易に取り外し可能な状態で接続されている用具は含まれない。 
ビル等で一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合には、受水槽への注水口までが給水装置で

あり、受水槽以下の設備は形態的には給水するための装置であっても、水道法で定義している給

水装置ではなく「給水設備」と呼んで区別している。 
給水装置は、水道事業者の施設とは区別され、需要者の負担により設置される。（図 1－1，2，

3） 
一方、水質に関しては、給水装置の末端に設置された給水用具から供給される水道水において、

法第 4 条に規定する水質基準に適合するよう水道事業者に義務付けられている。 
このことを含め、施行令第 5 条に「給水装置の構造及び材質基準」が定められている。なお、

湯沸器、浄水器など残留塩素の消費や水質変化が予想される給水用具については、水道事業者の

水質責任が免除され得ると考えられている。 
なお、北九州市では、条例において、給水装置の一部（公道部分）を需要者から無償譲渡を受

けて水道事業者が維持管理することを定め、給水装置工事申込書に記載している。 
 

条例 7 条 3 項 
 

 公道に布設された給水装置のうち、分水せんから止水せん（止水せんが 2 以上ある 
ときは、第１止水せん）までの給水管は、市の責任において維持管理するため、無償 
譲渡を受けるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

給水装置の概念 
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図１－１ 直結式直圧給水：戸建て 
 
 

 
 

             
 
 
 

 
 
 
 
 

図１－２ 直結式増圧給水：戸建て以外 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   図１－３ 水槽式給水 
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第１章 Ｐ－４ 

１－４ 給水装置工事とは 
 

給水装置工事（法第３条第１１項） 
給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更工事を云う。 

   
   「給水装置工事」とは、現実に給水がなされる、又はなされていた場所における給水装置の

新設、改造、修繕及び撤去の工事をいうものである。また、「工事」とは、工事に先立って行

う調査から、計画の立案、工事の施工、竣工検査までの一連の工事の過程の全部又は一部をい

う。したがって、製造工場内における給水管及び給水用具の製造や組み立ては、ここでいう「給

水装置工事」には含まれない。 
    
 

１－５ 給水装置の構造及び材質の基準 
 

給水装置の構造及び材質（法第１６条） 
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、

政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の

給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その

者に対する給水を停止することができる。 
給水装置の構造及び材質（条例第４０条） 

給水装置の構造及び材質は、施行令第５条に規定する基準及び管理者が別に定める基

準に適合したものでなければならない。 

   
水道事業者は、給水装置から常時、水質基準に適合した水を安定的に供給する義務を負って

おり、そのためには、給水装置からの水の汚染を防止する等の措置が講じられていることが必

要である。このため、本条において「給水装置の構造及び材質の基準」を政令で定め、これに

適合していない場合には、供給規程の定めるところにより「その給水装置による給水を拒み」、

又は「給水を停止することができる」こととされている。 
 

１．給水装置の構造及び材質についての政令及び省令は次の通りである。 
給水装置の構造及び材質の基準（施行令第５条） 
 法第１６条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 
（１） 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０センチメートル以上離

れていること。 
（２） 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、

著しく過大でないこと。 

基本事項 

基本事項 
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（３） 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 
（４） 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏

れるおそれがないものであること。 
（５） 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 
（６） 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 
（７） 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置

にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 
 

２．前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

第１条 耐圧に関する基準 
第２条 浸出等に関する基準 
第３条 水撃限界に関する基準 
第４条 防食に関する基準 
第５条 逆流防止に関する基準 
第６条 耐寒に関する基準 
第７条 耐久に関する基準 

この省令は、個々の給水用具が満たすべき性能及びその定量的な判断基準並びに給水装置

工事が適正に施工された給水装置であるか否かの判断基準を明確にするものであり、耐圧、

浸出等、水撃限界、防食、逆流、耐寒及び耐久に関する基準を定めている。 
なお、給水管及び給水用具の性能基準を６－２項に示す。 

 


